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１ 食品衛生法等に基づく処分の理由の提示について 

3月29日、厚生労働省は医薬・生活衛生局食品監視安全課長名をもって各都道府県等衛

生主管部（局）長宛標記通知を出した。その主な内容は次のとおり。 

食品衛生法等に基づく処分の理由の提示については、行政手続法第８条第１項（申請

に対する拒否処分）及び第14条第１項（不利益処分）の規定により、申請者等に対し、

当該処分の理由を示さなければならないこととされています。 

特に食品衛生法に基づく営業の禁停止処分等の不利益処分の理由の提示については、

処分の取消訴訟において、例えば、「法第６条に違反した」と記載されているのみで、処

分の原因となる基本的事実関係や、違反した条項が具体的に示されておらず、行政手続法

が求める理由の提示がなされていないとして処分の違法性が判決において指摘された例が

みられることから、下記を踏まえ、必要な手続が適切になされるよう特段の御配慮をお願

いします。 

記 

１ 一般に、処分に理由の提示が求められるのは、処分庁の判断の慎重と合理性を担保し

てその恣意を抑制するとともに、処分の理由を相手方に知らせて不服の申立てに便宜

を与える趣旨であり、その提示を欠く場合には、処分自体の取消しを免れないこと。 

２ １の趣旨から理由の提示が求められている場合における理由の提示の程度は、特段の

理由のない限り、いかなる事実関係に基づき、いかなる法規を適用して当該処分がさ

れたのかを、処分の相手方において、その提示内容自体から了知し得るものでなけれ

ばならず、単に抽象的に処分の根拠規定を示すだけでは、それによって当該規定の適

用の原因となった具体的事実関係をも当然に知り得るような例外的な場合を除いては、

理由の提示として十分でないこと。 

３ 以上を踏まえれば、食中毒を発生させ、食品衛生法第６条各号に違反したとして営業

者に対して営業の禁停止処分を行う場合には、当該処分を通知する書面に、当該営業

者、食品が食中毒の原因であると判断し、推定し、又は疑わしいとした根拠である食

中毒調査を踏まえ、同条各号に違反したとする食品※、それが同条各号のいずれに該

当するか、当該営業者の行為が同条が的事実関係と適用する法条の適用関係が明らか

になるよう記載することが必要であること。 

※ 例えば、原因施設のみ特定し、原因食品が特定できない場合には、「当該施設に

おいて加工、販売された食品」と記載することが考えられる。 

４ 上記のことは、原因食品及び原因施設が一応推定しかできない又は疑わしい場合にお

いても、危害の拡大防止のため、営業の禁停止処分等の必要な措置をできるだけ速や
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かに実施しなければならないこと等、従来からの食中毒事件に対する取扱いを変更す

るものではないこと。 

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11130500-

Shokuhinanzenbu/0000200840.pdf 

 

２ 「自動車で野生鳥獣を解体する食肉処理業の施設基準ガイドライン」の策定及び「野

生鳥獣肉の衛生管理に関する指針（ガイドライン）」の一部改正について 

3月29日、厚生労働省は厚生労働省大臣官房生活衛生・食品安全審議官名をもって各都

道府県知事等宛標記通知を出した。その主な内容は次のとおり。 

近年、野生鳥獣の食肉としての利活用が推進される中で、食肉処理施設が近隣にない

地域における衛生的な処理等を目的として、野生鳥獣の解体に必要な設備等を備えた移動

式解体処理車の開発及び普及が進められようとしている。 

今般、食品衛生法第51条に基づく基準に係る「自動車で野生鳥獣を解体する食肉処理

業の施設基準ガイドライン」を別添１のとおり策定したので、御了知されたい。 

また、平成26年11月14日付け食安発1114 第１号別添「野生鳥獣肉の衛生管理に関する

指針（ガイドライン）」についても、食肉処理施設に設置することが望ましい施設設備等

として、専用のはく皮作業等を行う場所を追加し、別添２のとおり改正するので御了知さ

れたい。 

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11130500-

Shokuhinanzenbu/0000200775.pdf 
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